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【企業向け】体験導入ワークショップ 

参加遵守事項 

■介護事業者の課題やニーズに応じた導入機器選定を実施しますので、体験導入ワークショップ

にお申込み頂いても、ワークショップ・機器貸出に選定されない可能性がございますこと、ご了承く

ださい。 

 

■機器等貸出期間は、2022年 8月～2023年 3月のうち、2週間～最大 3 カ月程度で、詳細はワ

ークショップ等で介護事業者を含む別途協議となります。貸出可能な期間は、別途機器紹介シート

に記載ください。 

 

■本事業は、参加介護事業者、参加企業での機器等の貸出を取り持つものであり、体験導入（ワ

ークショップ・機器貸出）時における、事故や保証、破損・紛失に伴う損害賠償等については、事業

事務局では一切の責任を負いません。当事者間で必要な保険加入や取り決め等を、あらかじめ貸

出企業との間で取り決めておいてください。 

 

■当該事業での介護事業者への機器貸出等について無償で実施します。なお、導入機器等の設

置・搬出費等は企業の自己負担となります。 

 

■貸出にあたっては、機器の使い方とリスクについて、介護事業者へ必ずレクチャーを行ってくださ

い。 

 

■貸出中の機器の管理・メンテナンス等の取り扱いについては、あらかじめ介護事業者との間で取

り決めておいてください。 

■ワークショップ（機器貸出）の対象となる機器は、PL法（製造物責任法）で守られている製品の提

供とさせていただきます。 

 

■各会への参加者には、当該事業で知りえた情報について、第三者に漏洩しないことを誓約して頂

きます。 

 

■本事業参加については、事務局が事業運営上に必要な指示を行う場合には、それに従ってくだ

さい。 




